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議第１号 

平成２８年度各務原市一般会計予算 

 

平成２８年度各務原市の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ45,460,000千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

 （債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務

を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債

務負担行為」による。 

 （地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことのできる地方債

の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地

方債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最

高額は 500,000千円と定める。 

（歳出予算の流用） 

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

（１）各項に計上した給料、職員手当等及び共済費（賃金に係る共済費を除

く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれら

の経費の各項の間の流用。 

 

    平成２８年２月２５日提出 

 

                                                                

各務原市長    浅 野  健 司 



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

金    額

1 市税  ２０，４９２，９９０

1 市民税  ９，１８７，９１７

2 固定資産税  ８，８０８，８３８

3 軽自動車税  ２６０，８３７

4 市たばこ税  ７５０，０００

6 入湯税  １，２００

7 都市計画税  １，４８４，１９８

2 地方譲与税  ３４０，０００

1 地方揮発油譲与税  １００，０００

2 自動車重量譲与税  ２４０，０００

3 利子割交付金  ３１，０００

1 利子割交付金  ３１，０００

4 配当割交付金  １３３，０００

1 配当割交付金  １３３，０００

5 株式等譲渡所得割交付金  ５３，０００

1 株式等譲渡所得割交付金  ５３，０００

6 地方消費税交付金  ２，５００，０００

1 地方消費税交付金  ２，５００，０００

7 ゴルフ場利用税交付金  ２０，０００

1 ゴルフ場利用税交付金  ２０，０００

8 自動車取得税交付金  ４０，０００

1 自動車取得税交付金  ４０，０００

款 項
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(単位：千円)

金    額

9 国有提供施設等所在市町村  ４００，０００

助成交付金

1 国有提供施設等所在市町村  ４００，０００

助成交付金

10 地方特例交付金  ８０，０００

1 地方特例交付金  ８０，０００

11 地方交付税  ３，０００，０００

1 地方交付税  ３，０００，０００

12 交通安全対策特別交付金  ２０，０００

1 交通安全対策特別交付金  ２０，０００

13 分担金及び負担金  ６００，８７２

1 分担金  １

2 負担金  ６００，８７１

14 使用料及び手数料  ５１６，９５１

1 使用料  ３３７，６５６

2 手数料  １７９，２９５

15 国庫支出金  ６，５７６，０３９

1 国庫負担金  ４，５３９，５９９

2 国庫補助金  １，９５９，４５４

3 委託金  ７６，９８６

16 県支出金  ２，９６１，７４１

1 県負担金  １，６８３，６４８

2 県補助金  ９８１，３０９
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款 項
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(単位：千円)

金    額

3 委託金  ２９６，７８４

17 財産収入  ２１１，３０７

1 財産運用収入  １９１，３０７

2 財産売払収入  ２０，０００

18 寄附金  ３６３，８００

1 寄附金  ３６３，８００

19 繰入金  ３，１００，０００

1 基金繰入金  ３，１００，０００

20 繰越金  １，１５０，０００

1 繰越金  １，１５０，０００

21 諸収入  ８０４，０００

1 延滞金・加算金及び過料  ２０，００１

2 市預金利子  ３，０４９

3 貸付金元利収入  ４２０，０００

4 受託事業収入  ５，６５５

6 雑入  ３５５，２９５

22 市債  ２，０６５，３００

1 市債  ２，０６５，３００

 ４５，４６０，０００

款 項

歳　　入　　合　　計
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     歳        出 (単位：千円)

金    額

1 議会費  ３６３，１０６

1 議会費  ３６３，１０６

2 総務費  ４，２５９，０１５

1 総務管理費  ３，２９６，４３６

2 徴税費  ５７１，８０４

3 戸籍住民基本台帳費  １８７，９４７

4 選挙費  １４２，７９８

5 統計調査費  ２７，４５０

6 監査委員費  ３２，５８０

3 民生費  １２，９５３，１２７

1 社会福祉費  ４，９１１，７１３

2 高齢福祉費  ４８１，０４９

3 児童福祉費  ６，１０３，８１４

4 生活保護費  １，４２１，２３２

5 国民年金費  ３５，０１９

6 災害救助費  ３００

4 衛生費  ３，５５６，３６１

1 保健衛生費  １，１３７，０７７

2 環境費  ２，４１９，２８４

5 労働費  ８５，２２０

1 労働諸費  ８５，２２０

6 農林水産業費  ３４４，２８３

1 農業費  １０１，６７４
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款 項
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(単位：千円)

金    額

2 畜産業費  ２５，２４６

3 農地費  １９４，１２１

4 林業費  ２３，２４２

7 商工費  １，５０５，４６０

1 商工費  １，５０５，４６０

8 土木費  ３，２６３，２５９

1 土木管理費  ２９０，０４８

2 道路橋梁費  １，３７４，４４８

3 河川費  １５７，５３１

4 都市計画費  １，１９１，９９０

5 住宅費  ２４９，２４２

9 消防費  ２，１３４，４７４

1 消防費  ２，１３４，４７４

10 教育費  ５，９６６，３５７

1 教育総務費  ６７３，３２４

2 小学校費  ４８５，７０６

3 中学校費  ２，０６０，７２０

4 特殊学校費  １５，２８７

5 幼稚園費  ３２８，６５９

6 社会教育費  １，１６９，８３３

7 保健体育費  １，２３２，８２８

12 公債費  ４，８９１，３４７

1 公債費  ４，８９１，３４７

款 項
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(単位：千円)

金    額

13 諸支出金  ６，０８７，９９１

2 繰出金  ４，９２７，６７７

3 基金費  １，１６０，３１４

14 予備費  ５０，０００

1 予備費  ５０，０００

 ４５，４６０，０００歳　　出　　合　　計
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款 項
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第２表　債務負担行為

（単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額

平成２８年度から
平成３０年度まで

平成２８年度から
平成２９年度まで

７８,７１２

市 民 税 ・ 県 民 税 賦 課 事 務
補 助 業 務 派 遣 委 託 事 業

平成２８年度から
平成２９年度まで

２,３８１

市道蘇北 735号線外１道路用地取得事業
平成２８年度から
平成３２年度まで

３１,４７５

平成２８年度から
平成３４年度まで

桐 野 公 園 用 地 取 得 事 業

都 市 計 画 道 路 犬 山 東 町 線
バ イ パ ス 用 地 取 得 事 業 （ そ の ２ ）

１１８,５１０

金融機関の岐阜県土地開発公社に対する
貸 付 金 の 債 務 保 証
（ テ ク ノ プ ラ ザ ２ 期 開 発 事 業 ）

市 民 税 ・ 県 民 税 賦 課 事 務 用
パ ソ コ ン レ ン タ ル 事 業

８８７

か か み が は ら 航 空 宇 宙 科 学 博 物 館
リ ニ ュ ー ア ル 事 業

平成２８年度から
平成３２年度まで

平成２８年度から
平成２９年度まで

農 業 企 業 化 資 金 利 子 補 給 補 助 金
（ 平 成 ２ ８ 年 度 貸 付 予 定 分 ）

平成２８年度から
平成４３年度まで

５５６,００８

４３３,８３３

２６０,７７０

中 央 小 学 校 仮 設 校 舎 リ ー ス 事 業
平成２８年度から
平成３３年度まで

１６,９６１

ウェブサイト作成等技術者派遣委託事業

市 営 住 宅 耐 震 補 強 事 業

７,０２１
平成２８年度から
平成３１年度まで

２３７
平成２８年度から
平成２９年度まで

平成２８年度から
平成２９年度まで

３,０００,０００
金融機関の各務原市土地開発公社に対する
貸 付 金 の 債 務 保 証
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第３表　地方債

起 債 の 目 的 限 度 額 利 率 償 還 の 方 法

千円 　 

 

３１５,８００

　 

 

１９,０００

　 

 

１６,７００

１３,８００

臨 時 財 政 対 策 債 １,７００,０００

岐阜県防災情報システム
整 備 事 業

年5.0％以内

鵜 沼 市 民 サ ー ビ ス
センター施設整備事業

起債の方法

防災行政無線整備事業

消 防 施 設 整 備 事 業

 公的資金につ
いては、その融
資条件により、
銀行その他の場
合には借入先と
協定し、その条
件に従うものと
する。 
 ただし、市財
政の都合により
据置期間及び償
還期限を短縮し、
又は繰上償還若
しくは低利に借
り換えすること
ができる。 

普通貸借 

 

又は 

 

証券発行 

 ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について利
率の見直し
を行った後
においては、
当該見直し
後の利率。 
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議第２号 

平成２８年度各務原市国民健康保険事業特別会計予算 

 

平成２８年度各務原市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 18,924,334千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

 （一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借入の最高額は 250,000千円と定める。 

 

    平成２８年２月２５日提出 

 

                                                                

各務原市長    浅 野  健 司 

 



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

金    額

1 国民健康保険料  ３，５９８，４３７

1 国民健康保険料  ３，５９８，４３７

2 使用料及び手数料  １，３００

1 手数料  １，３００

3 国庫支出金  ３，１３０，５６３

1 国庫負担金  ２，６４２，５３１

2 国庫補助金  ４８８，０３２

4 療養給付費等交付金  ３８１，８６１

1 療養給付費等交付金  ３８１，８６１

5 前期高齢者交付金  ５，３６４，３７６

1 前期高齢者交付金  ５，３６４，３７６

6 県支出金  ６２８，５５５

1 県負担金  １２３，０８６

2 県補助金  ５０５，４６９

7 共同事業交付金  ４，０１８，９８１

1 共同事業交付金  ４，０１８，９８１

8 財産収入  ９５０

1 財産運用収入  ９５０

9 繰入金  １，１５３，６１１

1 他会計繰入金  １，０５３，６１１

2 基金繰入金  １００，０００

10 繰越金  ６２０，０００

1 繰越金  ６２０，０００

款 項
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(単位：千円)

金    額

11 諸収入  ２５，７００

1 延滞金及び過料  ２，７００

2 預金利子  ４００

4 雑入  ２２，６００

 １８，９２４，３３４

- 13 -

歳　　入　　合　　計

款 項

国民健康保険事業特別会計 



     歳        出 (単位：千円)

金    額

1 総務費  ８８，７７８

1 総務管理費  ８８，７７８

2 保険給付費  １１，６８０，４５０

1 保険給付費  １１，６８０，４５０

3 後期高齢者支援金  ２，０１２，２５１

1 後期高齢者支援金  ２，０１２，２５１

4 前期高齢者納付金  １，０９７

1 前期高齢者納付金  １，０９７

5 介護納付金  ６７８，６４７

1 介護納付金  ６７８，６４７

6 共同事業拠出金  ４，１３０，５２６

1 共同事業拠出金  ４，１３０，５２６

7 保健事業費  １８２，５８５

1 特定健康診査等事業費  ８０，９１１

2 保健事業費  １０１，６７４

8 諸支出金  ５０，０００

1 償還金  ５０，０００

9 予備費  １００，０００

1 予備費  １００，０００

 １８，９２４，３３４

款 項

歳　　出　　合　　計
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議第３号 

平成２８年度各務原市介護保険事業特別会計予算 

 

平成２８年度各務原市の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところ

による。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 9,938,662千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

（一時借入金） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条の３第２項の規定

による一時借入金の借入の最高額は 100,000千円と定める。 

 

    平成２８年２月２５日提出 

 

                                                                

各務原市長    浅 野  健 司 

 



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

金    額

1 保険料  ２，３６８，１７５

1 介護保険料  ２，３６８，１７５

3 使用料及び手数料  ２３０

2 手数料  ２３０

4 国庫支出金  ２，００８，１８２

1 国庫負担金  １，７２９，５５５

2 国庫補助金  ２７８，６２７

5 支払基金交付金  ２，６８９，５１０

1 支払基金交付金  ２，６８９，５１０

6 県支出金  １，３９２，２４５

1 県負担金  １，３９２，２４５

7 財産収入  ７１５

1 財産運用収入  ７１５

9 繰入金  １，４７３，８６４

1 一般会計繰入金  １，３７３，８６４

2 基金繰入金  １００，０００

10 繰越金  ２，６００

1 繰越金  ２，６００

12 諸収入  ３，１４１

1 延滞金、加算金及び過料  １８０

2 預金利子  ５００

4 雑入  ２，４６１

 ９，９３８，６６２

款 項

歳　　入　　合　　計

- 16 -介護保険事業特別会計 



     歳        出 (単位：千円)

金    額

1 総務費  １１８，４７５

1 総務管理費  １１８，４７５

2 保険給付費  ９，４０２，５２２

1 保険給付費  ９，４０２，５２２

3 地域支援事業費  ４１４，０６５

1 地域支援事業費  ４１４，０６５

5 諸支出金  ２，６００

1 償還金及び還付加算金  ２，６００

6 予備費  １，０００

1 予備費  １，０００

 ９，９３８，６６２歳　　出　　合　　計
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款 項
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議第４号 

平成２８年度各務原市後期高齢者医療事業特別会計予算 

 

平成２８年度各務原市の後期高齢者医療事業特別会計の予算は、次に定める

ところによる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 2,847,661千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

 

    平成２８年２月２５日提出 

 

                                                                

各務原市長    浅 野  健 司 

 



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

金    額

1 後期高齢者医療保険料  １，３０７，１８７

1 後期高齢者医療保険料  １，３０７，１８７

2 使用料及び手数料  １５０

1 手数料  １５０

3 繰入金  １，４６０，２３２

1 他会計繰入金  １，４６０，２３２

4 繰越金  ３１，５００

1 繰越金  ３１，５００

5 諸収入  ４８，５９２

1 延滞金、加算金及び過料  ３００

2 償還金及び還付加算金  ６１０

3 預金利子  １５０

4 受託事業収入  ４７，５２２

5 雑入  １０

 ２，８４７，６６１

款 項

歳　　入　　合　　計
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     歳        出 (単位：千円)

金    額

1 総務費  １４，３７１

1 総務管理費  １４，３７１

2 後期高齢者医療広域連合納  ２，７８０，８１１

付金

1 後期高齢者医療広域連合納  ２，７８０，８１１

付金

3 保健事業費  ５０，３６９

1 健康診査事業費  ５０，３６９

4 諸支出金  ２，１１０

1 償還金及び還付加算金  ２，１１０

 ２，８４７，６６１歳　　出　　合　　計
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款 項
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議第５号 

平成２８年度各務原市下水道事業特別会計予算 

 

平成２８年度各務原市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算） 

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 3,580,478千円と定める。 

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳

出予算」による。 

（債務負担行為） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務

を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債

務負担行為」による。 

 （地方債） 

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことのできる地方債

の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地

方債」による。 

（一時借入金） 

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入の最

高額は 100,000千円と定める。 

 

    平成２８年２月２５日提出 

 

                                                                

各務原市長    浅 野  健 司 

 



第１表　歳入歳出予算

     歳        入 (単位：千円)

金    額

1 分担金及び負担金  １２７，９１１

1 負担金  １２７，９１１

2 使用料及び手数料  １，１７６，２１９

1 使用料  １，１７６，２０５

2 手数料  １４

3 国庫支出金  ４１８，３４８

1 国庫補助金  ４１８，３４８

5 繰入金  １，０３９，９７０

1 他会計繰入金  １，０３９，９７０

6 繰越金  ３０，０００

1 繰越金  ３０，０００

7 諸収入  ５３０

1 延滞金．加算金及び過料  ５００

2 預金利子  ３０

8 市債  ７８７，５００

1 市債  ７８７，５００

 ３，５８０，４７８

款 項

歳　　入　　合　　計
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     歳        出 (単位：千円)

金    額

1 下水道費  ２，３０８，６３１

1 公共下水道費  １，６０１，０６３

2 流域下水道費  ７０７，５６８

2 公債費  １，２７０，８４７

1 公債費  １，２７０，８４７

3 予備費  １，０００

1 予備費  １，０００

 ３，５８０，４７８歳　　出　　合　　計

- 25 -

款 項

下水道事業特別会計 



第２表　債務負担行為

（単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額

平成２８年度から
平成２９年度まで

小 網 樋 管 整 備 事 業 １１５,７００

水 洗 便 所 等 改 造 資 金 の
融 資 に 係 る 利 子 補 給 金
（ 平 成 ２ ８ 年 度 融 資 予 定 分 ）

平成２８年度から
平成３２年度まで

７２
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第３表　地方債

起 債 の 目 的 限 度 額 利 率 償 還 の 方 法

千円 　 
 

６６,７００

４,７００

起債の方法

公 共 下 水 道 事 業

年5.0％以内

７１６,１００

公営企業会計適用事業

流 域 下 水 道 事 業

 公的資金につ
いては、その融
資条件により、
銀行その他の場
合には借入先と
協定し、その条
件に従うものと
する。 
 ただし、市財
政の都合により
据置期間及び償
還期限を短縮し、
又は繰上償還若
しくは低利に借
り換えすること
ができる。 

普通貸借 

 

又は 

 

証券発行 

 ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について利
率の見直し
を行った後
においては、
当該見直し
後の利率。 
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議第６号 

平成２８年度 各務原市水道事業会計予算 
 

(総則) 

第１条 平成２８年度各務原市水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

 

(業務の予定量) 

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

(1) 給 水 戸 数 ５９，２００ 戸 

(2) 年 間 総 給 水 量 １７，２４７，０００ ㎥ 

(3) 一日平均給水量 ４７，２５２ ㎥ 

(4) 主要な建設改良事業 

 改良事業費           ７７０，５３５千円 

 

(収益的収入及び支出) 

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 

収         入 

第１款 水 道 事 業 収 益 ２，８００，５６７ 千円 

第１項 営 業 収 益 ２，４３２，９０５ 千円 

第２項 営 業 外 収 益  ３６７，６６０ 千円 

第３項 特 別 利 益 ２ 千円 

 

支         出 

第１款 水 道 事 業 費 用 ２，４４７，２９９ 千円 

第 1項 営 業 費 用 ２，２２９，５５９ 千円 

第２項 営 業 外 費 用 ２０４，７３９ 千円 

第３項 特 別 損 失 ３，００１ 千円 

第４項 予 備 費 １０，０００ 千円 

 

(資本的収入及び支出) 

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１，１１５，５６８千円は、当年度分消費

税及び地方消費税資本的収支調整額５２，７４２千円、過年度分損益勘定留保資金８１１，

００９千円、当年度分損益勘定留保資金２５１，８１７千円で補てんするものとする。） 

 

収         入 

第１款 資 本 的 収 入 １２１，０５３ 千円 

第１項 負 担 金 １２１，０５２ 千円 

第２項  固定資産売却代金 １ 千円 
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支         出 

第１款 資 本 的 支 出 １，２３６，６２１ 千円 

第１項 建 設 改 良 費 ８０１，３２６ 千円 

第２項 企 業 債 償 還 金 ４３５，２９５ 千円 

 

(予定支出の各項の経費の金額の流用) 

第５条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

(1) 営業費用と営業外費用との間 

 

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費) 

第６条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、

又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければなら

ない。 

(1) 職員給与費 ２６３，３０４ 千円 

(2) 交 際 費 ５０ 千円 

 

(たな卸資産購入限度額) 

第７条 たな卸資産の購入限度額は、４４，５００千円と定める。 

 

 平成２８年２月２５日提出 

 

 各務原市長  浅 野 健 司 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


